
講師の手嶋龍一氏
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　新春講演会を1月14日、ブランニュー北上で

開催し、100人が出席しました。

　開会にあたり佐藤直也副会頭が「ながらくコ

ロナ禍にありながら経営努力を続ける皆様へ

敬意を表します。今回の講演が何らかのヒント

となれば幸いです。」と挨拶。

　続いて、外交ジャーナリスト・作家の手嶋龍

一氏が「激動の2022年の行方を読む！～台湾

情勢と日米同盟～」と題し、中国と台湾をめぐ

る国際情勢、アメリカの動向そして日本をとり

まく環境を、歴史を紐解きながら詳しく説明さ

れました。「日本は牙を持っていない。だからこ

そ長い耳を持って情報を収集・分析するインテ

リジェンス（膨大な情報量から選り抜かれる情

報）が必要である。危険があればその情報を利

用するなど国家はもとより皆様の生活を守るこ

とにつながる。」と話されました。
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下記の①と②をいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等

①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな
影響を受けていること

②①の影響を受け自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50％以
上又は30％以上50％未満減少していること

登録確認機関による事前確認後、申請用のWEBページから申請頂けます。

確定申告書、通帳（振込先が確認できるページ）、履歴事項全部証明書（法人）、
本人確認書類（個人）、宣誓・同意書、対象月の売上台帳等ほか
注：申請される方の状況（一時・月次支援金の受給や登録確認機関との継続支援関係※4）有

無、その他特例を用いる場合など）により必要書類は異なります。詳しくは制度概要資
料をご確認ください。

※4　具体的には、特別の法律により設置された機関の会員・組合員や、法律に基づく士
業の顧問先、金融機関の事業性融資先、登録確認機関の反復継続した支援先など。
（詳しくは制度概要資料をご確認ください。）

※1　基準月（2018年11月～2021年3月の間で、対象月※3を判断するため売上高の比較に用いた月）を含む
事業年度の年間売上高

※2　基準期間とは、「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020年11月～2021年3
月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む
期間

※3　対象月とは、2021年11月～2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が
50％以上または30％以上50％未満減少した月で、申請に用いる月

    法人

 売上高減少率 個人事業主 

 ▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

 ▲30％以上50％未満 30万円 60万円 90万円 150万円

年間売上高※1

1億円以下
年間売上高※1

1億円超～5億円
年間売上高※1

5億円超

給付額  ＝（基準期間※2の売上高）－（対象月※3の売上高）×  5

2022年1月31日㈪～5月31日㈫

法人は上限最大250万円／個人事業主は上限最大50万円

※各種資料・詳細情報は、順次公表されます。

お問い合わせ先

【申請者専用】TEL：0120-789-140（IP電話から：03-6834-7693　※通話料がかかります）

受付時間は8時30分～19時（土日、祝日を含む全日対応）

事業復活支援金事務局

相談窓口

事業復活支援金事務局HP：https://jigyou-fukkatsu.go.jp

算 出 式

給付対象

申請方法

必要書類

事業復活支援金（2022年1月25日時点）続報

国（経済産業省）からのお知らせ

【申請に際しての事前確認の手続き】

　不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対策として、当所が登録確認機関として形

式的な確認を行います。（一時支援金または月次支援金の既受給者は確認の必要はありません）

　ただし、確定申告時期と重なることから、事前の申し込みのうえ日程調整しての対応となります。（完全予約制）

　なお、本支援金は本人による申請が必須であり、代理申請は認められませんのでオンラインでの申請が困難

な方はサポート会場（盛岡市：マリオス）での申請となります。

※事前確認の完了をもって給付対象になるわけではありません。

【申込先】北上商工会議所  本所    TEL  0197-65-4211　　　和賀町支所    TEL  0197-72-3136
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当会報は、毎回約2,000事業所に届け
られています。事業所の活動やPR広告
として是非ご活用下さい。
掲載回数は1回、連続など様々なご要望にお答え
します。お問合せは下記までどうぞ。

広告掲載事業所募集中！！広告掲載事業所募集中！！

総務課☎65-4211

1マス3,600円（税別） 

令和４年度税制改正のポイント

コロナ禍における事業継続と成長を後押しする税制措置

ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置

納税環境整備

地方創生・地域経済の活性化を後押しする税制措置

ポストコロナに向けた、中小企業の事業継続と新たな成長への挑戦
地方創生を後押しする税制が実現！

１． 商業地等に係る固定資産税の負担軽減措置

２． 交際費課税特例の延長（2年間）

３． 法人版事業承継税制の特例承認計画に係る提出期限の延長（1年間）

１． 少額減価償却資産の損金算入特例の延長（2年間）

 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円を限度に即時償却（全額損金算入）が可能

２． 中小企業向け所得拡大促進税制の延長（1年間）・拡充

 現行制度（給与等支給総額が対前年比1.5％以上増で増加額の15％を税額控除）を維持し、

 ・給与等支給総額が対前年比2.5％以上増で増加額の30％を税額控除

 ・教育訓練費が対前年比10％以上増で増加額の10％を税額控除（上乗せ）を措置（最大40％の税額控除）

 　※控除上限は法人税額の20%

３． オープンイノベーション促進税制の延長（2年間）・拡充

４． 5G導入促進税制の延長

５． 中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長（2年間）

６． 創業支援等事業計画の認定自治体における登録免許税の軽減措置の延長（2年間）

電子取引における電子保存義務化の2年間猶予

2022年1月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、電子データで受け取った請求書や領収書等の電子保

存の義務化について2年間の猶予を実施

これにより2023年12月31日までは従前どおりの保存が可能

１． 地方拠点強化税制の延長（2年間）・拡充

２． ウォーカブル推進税制の延長（2年間）・拡充

■…給与等支給総額が対前年比1.5%以上増加の場合

■…給与等支給総額が対前年比2.5%以上増加の場合

■…教育訓練費が対前年比10%以上増加の場合

最大40%

＋

＋

④【新設】③【新設】②【新設】①【維持】

税額控除
30%税額控除

15%

税額控除10％

税額控除10％

税額控除
15%

税額控除
30%

従業員の所得拡大や教育訓練によ
る積極的な人材投資を後押し
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　青年部は1月11日北上市長を訪れ22回目となる遊鬼

まつり「鬼の訪問」をPRしました。

　遊鬼まつり「鬼の訪問」は、青年部会員が鬼の格好

で保育園や幼稚園を訪問し、豆まきなどで交流を深

め、北上の鬼文化を子どもたちに親しんでもらおうと

実施しているものです。

　今回で5回目となる北上市観光キャラクター「おに

丸くん」のぬり絵コンテストには、訪問予定の年長クラ

ス342点から応募があり、この日市長賞の選考も行い

ました。

　女性会は1月20日新春講演会・交賀会をブラン

ニュー北上で開催しました。

　講演会では、永昌寺住職の海野義範氏を講師に迎

え、「新たな年を歩む～分別しない生き方～」と題し、

「世の中では分別が大切ですが、仏教では『無
む

分
ふん

別
べっ

智
ち

』

（ふんべつしてはいけない）という考えが大切。分別あ

る行動も大事ですが、仏道では両者が共生できる区

別のない行いを目指します」と話されました。

商 工 会 議 所 ニ ュ ー ス

女性会

会報と一緒に封入し、会員事業所にお届けしています。

Ａ４サイズ　封入１枚につき ３０,０００円（税別）

封入チラシ募集

お問い合わせ・お申し込みは総務課 ☎65-4211まで

○○○○○○○○○

○○○○○○○○

要綱
:○
○○
○○
○
○○
○

　　
○
○○
○○
○
○○
○

期限
:○年○月○日まで

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○○

○○○○○○○
○ままままままででででで

○○○○○開催のご案内日時:○年○月○日（○）

　　 午後○時○分～
会場:○年○月○日

○○○○○
○○○○○
○○○○○開催のご案内

開催のご案内

開催のご案内○年○月○
○年○月○
○年○月○午後○時○分～

午後○時○分～

午後○時○分～○年○月○日

○年○月○日

○年○月○日

新装OPEN!

●●●●●●●●●

販売促進
各種案内

遊鬼まつり「鬼の訪問」市長にPR

新春講演会・交賀会を開催

青年部

女性会
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日　時　令和4年3月7日（月）
　　　　13時15分～16時
場　所　北上オフィスプラザ
対象者　ハローワーク北上管内
　　　　（納付金・調整金関係）
定　員　20名

　常時使用労働者が100人を超える企業は障害者雇

用2.3％未達成の場合、法定雇用障害者数に不足する

障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇

用納付金を納付しなければなりません。

　達成している場合は、その超えている障害者数に応

じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が

支給されます。

　本説明会では、間違いのない申告・申請書作成のた

めのポイントをお伝えしますので、お気軽にご参加く

ださい。

障害者雇用納付金制度事務説明会のご案内

　従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見

込等の適用要件を満たす場合に適用されます。

　この制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち２つの事業所での勤務を合計して要件を

満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者（マル

チ高年齢被保険者）となることができる制度です。

　マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば高年齢求職者給付金（被保険者

あった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金）を受給することが出来るようになります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されました

　通常、雇用保険の資格・喪失手続きは、事業主が行

いますが、この制度はマルチ高年齢被保険者としての

適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。

　事業主の皆さまは、本人からの依頼に基づき、手続

きに必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）を

行ってください。これを受けて、本人が、適用を受ける2

社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

　なお、当該手続は、電子申請での届出は行っており

ません。

　マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下

の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱

いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退

はできません。

１　複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者

２　2つの事業所（1つの事業所における1週間の所定

労働時間が５時間以上20時間未満）の労働時間

を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上

３　2つの事業所の雇用見込みが31日以上

基本的な手続きの流れ 適用対象者

 ● マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。

　労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。

　事業主の協力を得られない場合は、ハローワークから事業主に対して確認を行います。

 ● 雇用保険の成立手続きが済んでいない場合は、別途手続が必要になります。

 ● マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な

取扱いを行うことは法律上禁じられています。

 ● マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。

事業主の皆さまへのお願いと注意点

【お問い合わせ先】 

　独立行政法人　高齢・障害・教職者

　雇用支援機構 岩手支部

　TEL 019-654-2081

雇用保険マルチジョブホルダー制度の詳しい情

報は、申請パンフレットをご覧いただくか

最寄りの労働局・公共職業安定所にご相談くだ

さい。
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　お互いに意見や思いを過不足なく伝えられる、

立場の垣根なく安心できるやりとりができること

が、業務のスムーズな遂行とモチベ―チョンアッ

プにつながることは言うまでもありません。しか

し、会社組織は、上下関係で構成されており、指

示命令系統で動きます。すると伝達は上から下へ

の一方向に偏りがちです。ここで、強く言うとパワ

ハラなどの問題になるのではと憂慮して、曖昧な

どちらとも取れるような言い方をしてしまうこと

があります。指示命令を遠慮する必要はありませ

ん。具体的にはっきりと誰でも分かるように率直

に伝えなければ、受けた方は迷ってしまいます。し

かし、配慮は必要です。やるべきことを伝えた上

で、何かあれば話してもらえるようにフォロー体制

があることを同時に示すことです。「○○が難し

いようなら相談して」「分かりにくければ補足しま

す」などのひと言を添えられるといいですね。もち

ろん、言葉だけでなく、相手が話しやすいような

態度を同時に示すことも必要です。

　よくコミュニケーションは、キャッチボールに例

えられます。意向を受け止めつつ、相手に伝える

という繰り返しをイメージできるからです。ところ

が、このやりとりが、跳ね返すやりとりのラリーに

なっていることも多いのです。相手の言ってきた

ことをしっかりと受け止めないまま、対応すると

トラブルになりやすいので注意しましょう。また、

キャッチボールは、お互いの姿がきちんと見えて

いるフラットな場所で行うことをイメージするこ

とが多いと思います。しかし、組織は縦割りなの

で、平らな状態でのやりとりは、ほぼありません。

キャッチボールは、１階と２階、もしくは、もっと高

い位置から行われているわけです。下からは相手

の位置がよく見えなかったりするので、ボールを

投げ上げるためには、エネルギーもコントロール

も必要です。また、上から、強く投げつけたり、取

りにくい場所に投げたりすれば、下にいる相手は

受け止めることさえできず、気持ちが疲弊してい

きます。リーダーの方々はぜひ、このキャッチボー

ルの図式を意識していただき、上からのボールを

どのように投げたらよいのかを念頭に関わり方

を意識していきましょう。お互いの意思疎通がで

き、信頼関係が構築できてさえいれば、ささいな

ことでトラブルやパワハラ問題に発展することは

まずありません。

「風通しの良い

職場づくり」

◇大野　萌子／おおの・もえこ
　法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定
機関）代表理事、産業カウンセラー、2級キャリアコンサルティング技能士。企業内健康管理室
カウンセラーとしての長年の現場経験を生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛省、文部科学省などの官公庁をはじ
め、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行い、机上の空論ではない

「生きたメンタルヘルス対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図
鑑』（サンマーク出版）ほか多数。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
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２月・３月の定例相談

※相談は事前の予約が必要で
す。あらかじめ電話でのご予
約をお願いいたします。

経営支援課 
　　　　☎６５-４２１１

オンライン相談

日本政策金融公庫盛岡支店（国民生活事業）岩手県信用保証協会

２月

３月

時 間

２日㈬・９日㈬・１６日㈬

２日㈬・９日㈬・１６日㈬

１０：００～１６：００

１６日㈬

１６日㈬

１３：００～１５：００

会会員員紹紹介介

北上市柳原町3－4－25
TEL　　0197－61－2855
営業時間　昼11時30分～14時
　　　　夜17時30分～20時30分
定休日　日曜（予約次第で変更あり）

季
節
感
あ
ふ
れ
る
弁
当

は
３
日
前
ま
で
に
要
予
約

経
験
豊
富
な
調
理
人
が

料
理
を
担
当
。
左
か
ら
、

ラ
ン
チ
の
「
天
ざ
る
そ

ば
」、「
カ
ツ
カ
レ
ー
」

　酒菜クレソン・ダイニングは、閑静な住宅街の中

にたたずむ、隠れ家的な一軒家ダイニング。昼は手

打ちそばとカレーライス、夜はお酒に合うおまかせ

料理を提供し、旬の食材を生かした手作りのおいし

さでリピーターを増やしている。

以前は洋食店だった店を、店名とともに引き継いで

2019年に開店。ランチで評判の手打ちそばは、コシ

のある挽きぐるみの二八そば。カレーはベースとな

るフォンドボーからこだわって作っている。季節や

仕入れに合わせた日替わり定食も用意。予約制で

1500～2000円のおまかせランチも味わえる。

　夜は予約制の営業。貸し切りで使えるので、会社

関係の接待、女子会、家族でのパーティーを気兼ね

なく楽しめる。料理は和食をメインに、お客さまの

ニーズにできる限り応えるのがモットー。洋食や中

酒菜 クレソン・ダイニング
手打ちそばから本格日本料理まで

華のリクエストも多く、すっぽん、フグなどの本格日

本料理を目当てに訪れる常連客もいる。

　店内飲食のほかテイクアウトにも力を入れてお

り、ホームパーティー用のオードブル、旬の食材満

載の弁当が人気。節分の恵方巻、夏の土用うなぎ、

正月のおせちといった季節商品の注文販売もファ

ンが多い。店主の藤原香子さんは「ゆっくりできた、

おいしかったと喜んでもらえるとうれしい。貸し切り

や持ち帰りも可能なので気軽に相談してほしい」と

話している。

data

テ
ー
ブ
ル
と
カ
ウ
ン
タ
ー
が
あ
る
明
る
い

店
内
。
現
在
は
席
数
を
減
ら
し
、
最
大

15
席
で
営
業
し
て
い
る

働き方改革個別相談

日　時／２月８日㈫、２２日㈫、３月８日㈫、２２日㈫

　　　　１０：００～１６：００

　　　　（正午から１３時までの休憩時間を除く）

場　所／北上商工会館

相談料／原則３回まで無料（事前申込必要）　　　

なになに？ どうしたの？ 気になるハナシを岩手から

https : / /najotta-news.com


